
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

      

 

  

 

  

   

 

 

 

令和６年度答申第４７号

令和６年１１月８日

諮問番号 令和６年度諮問第５２号（令和６年１０月１５日諮問）

審 査 庁 厚生労働大臣

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、父のＡは軍属と

して戦死したと主張して、Ｂ知事（以下「処分庁」という。）に対し、戦没者

等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第１００号。以下「特別

弔慰金支給法」という。）３条本文の規定に基づき、Ａに係る特別弔慰金の請

求（以下「本件請求」という。）をしたところ、処分庁が、Ａと審査請求人と

の間に法律上の親子関係を確認することができないとして、本件請求を却下す

る処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれ

を不服として審査請求をした事案である。

１ 関係する法令の定め 

⑴ 特別弔慰金支給法関係

ア 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支

給すると規定している。

イ 特別弔慰金支給法２条１項本文は、この法律において「戦没者等の遺
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族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和２年４月１日（以下「基準日」

という。）までに戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和２７年法律第１２

７号。以下「遺族援護法」という。）による弔慰金（以下「弔慰金」と

いう。）を受ける権利を取得した者で、基準日において日本の国籍を有

していたものをいうと規定し、同項ただし書は、当該死亡した者の死亡

の当時における配偶者は「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係

と同様の事情にあつた者」を含むと規定している。

ウ 特別弔慰金支給法２条３項１号は、弔慰金を受ける権利を取得した者

が基準日において死亡している場合において、基準日に当該死亡した者

の子があるときは、当該死亡した者の子は、同条１項の規定の適用につ

いては、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなすと規定している。 

⑵ 遺族援護法関係

ア 遺族援護法２４条１項は、遺族年金を受けるべき遺族の範囲は、死亡

した者の死亡の当時における配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。）、子、父、母、

孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母で、死亡した者の死

亡の当時日本の国籍を有し、かつ、その者によって生計を維持し、又は

その者と生計を共にしていたものとすると規定している。

イ 遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後における在職期間

内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和１６年１２月８

日以後において死亡した軍人軍属又は軍人軍属であった者の遺族には、

弔意のため、弔慰金を支給すると規定している。

ウ 遺族援護法３５条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡し

た者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及

びこれらの者以外の三親等以内の親族（死亡した者の死亡の当時、その

者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。）

で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとすると規定

している。

エ 遺族援護法３６条１項は、弔慰金を受けるべき遺族の順位は、配偶者

を第１順位、子を第２順位とすると規定している。

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 審査請求人は、昭和１９年ａ月ｂ日、母のＣの子として出生した。審査
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請求人の出生の届出は、母Ｃがした。

（戸籍個人事項証明書（審査請求人）、戸籍謄本（戸主：Ｄ）、改製原戸籍

謄本（筆頭者：母Ｃ）、改製原戸籍謄本（戸主：Ｄ）） 

⑵ Ａは、昭和１９年８月７日、Ｅ地方面において陸軍軍属として戦死した。

（戸籍謄本（戸主：Ａ）、除籍謄本（筆頭者：Ｆ）、死亡告知書） 

⑶ 母Ｃは、令和元年８月９日、Ｇ地において死亡した。

（戸籍全部事項証明書（母Ｃ）） 

⑷ 審査請求人は、令和３年４月２１日、住所地のＧ市長を経由して、処分

庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、Ａの子であるとし

てＡに係る特別弔慰金の請求（本件請求）をした。

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑸ 処分庁は、令和６年１月９日付けで、審査請求人に対し、「あなたから提

出された、戦没者様及びあなたに係るそれぞれの戸籍及びその他資料等から、

あなたは昭和１９年ａ月ｂ日本籍において出生し、母Ｃ様が出生届出してい

ることが確認できますが、戸籍上、戦没者様があなたを認知していることが

確認できませんので、あなたは戦没者様の法律上の子とはなりません。した

がって、現状においてあなたは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

に規定する遺族の要件を満たしていないため、第十一回特別弔慰金を受ける

権利を有しません。」との理由を付して、本件請求を却下する処分（本件却

下処分）をした。

（却下通知書） 

⑹ 審査請求人は、令和６年３月２１日、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした。

（審査請求書） 

⑺ 審査庁は、令和６年１０月１５日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして本件諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張の要旨

以下の理由により、本件却下処分の取消しを求める。 

⑴ 審査請求人の戸籍の「父」欄は、空欄になっているが、戸籍以外にも、

審査請求人がＡの子であることを証明する公的資料が三つある。これらの

資料は、法律上、戸籍と同じ効力を有するものと考えられる。

ア 一つ目の資料は、当時のＨ町長等から提出されたＡと母Ｃが夫婦であ
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ることを認める証明書等である。これらの証明書等には、母ＣはＡの内

縁の妻であり、両者の間には子（審査請求人）もいると記載されている。

これらの証明書等により、厚生大臣は、母ＣをＡの内縁の妻と認め、母

Ｃに対し、Ａに係る遺族年金及び弔慰金の裁定をしているから、この裁

定は、審査請求人がＡの子であることも含め、これらの証明書等の記載

内容を全て認めたものである。

イ 二つ目の資料は、審査請求人がＡの遺児としてＢ地主催の遺児に係る

靖国神社参拝行事に参加したときの集合写真である。

ウ 三つ目の資料は、財団法人日本遺族会が実施した実態調査に係る資料

（「身よりのない戦没者の父母ならびに戦没者等の妻についての実態調

査表」）である。この資料には、戦没者「Ａ」の妻として「Ｃ」の氏名

が、両者の間の長男として「Ｘ」（審査請求人）の氏名が記載されてい

る。 

⑵ 審査請求人の戸籍の「父」欄が空欄になっている理由は、以下のとおり

である。

ア Ａと母Ｃは、昭和１８年５月１０日に結婚式を挙げた。Ａは、その後

すぐに、国から、船長として毎日乗って漁に出ていた木造の小型漁船を

徴用船とし、船員とともに出航するよう命じられ、昭和１８年６月２７

日、仲間の船員とともに出航した。その際、Ａは、「木造の古い船だか

ら、短い期間ですぐに帰れるだろう。」と思い、入籍手続を後回しにし、

急いで戦地に行ってしまった。審査請求人は、昭和１９年ａ月ｂ日にＡ

と母Ｃの間の長男として出生したが、そのとき、Ａは、戦地にいた。そ

して、Ａは、昭和１９年８月７日に戦死して、帰らぬ人となったため、

入籍手続をすることが不可能となり、今日に至っている。

イ 祖母のＩも、審査請求人がＡの子であることを認め、町内でも、この

ことを認めない人はいなかったが、公の場で審査請求人がＡの子である

ことを認めてしまうと、祖母Ｉに支給されていたＡに係る遺族年金等が

妻（母Ｃ）や子（審査請求人）に支給されることになるため、祖母Ｉは、

「それは困る。」として、母Ｃと審査請求人をＪ家の家族として認めて

くれなかった。そのため、母Ｃと審査請求人は、Ｊ家の一員になること

ができず、審査請求人の戸籍の「父」欄が空欄のままとなっている。 

⑶ 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給

すると規定し、特別弔慰金支給法２条１項本文は、この法律において「戦
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没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、基準日までに弔慰金を受

ける権利を取得した者をいうと規定している。そして、特別弔慰金支給法

２条３項１号は、弔慰金を受ける権利を取得した者が基準日において死亡

している場合において、基準日に当該死亡した者の子があるときは、当該

死亡した者の子は、同条１項の規定の適用については、弔慰金を受ける権

利を取得した者とみなすと規定している。

これを本件についてみると、母Ｃは、昭和２９年１０月２０日付けでＡ

に係る弔慰金の裁定を受けているから、Ａに係る弔慰金を受ける権利を取

得した者に該当するところ、母Ｃは、基準日において死亡している。そう

すると、審査請求人は、死亡した者（Ａ）の妻（母Ｃ）の子であるから、

当該死亡した者の子であり、Ａに係る弔慰金を受ける権利を取得したもの

とみなされることになる。

したがって、審査請求人は、特別弔慰金支給法の上記規定により、Ａに

係る特別弔慰金の支給を受けることができるはずである。

第２ 諮問に係る審査庁の判断

１ まず、特別弔慰金支給法に規定する戦没者等の遺族の要件について確認す

ると、審査請求人は、Ａの子であると主張しているから、審査請求人が基準

日において弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる戦没者等の遺族で

あると認められるためには、弔慰金を受ける権利を取得した者が基準日まで

に死亡し、かつ、審査請求人が特別弔慰金支給法２条３項に規定する「当該

死亡した者の子」に該当すること（すなわち、Ａと審査請求人との間に法律

上の親子関係があること）が必要である。

２ そこで、審査請求人が提出した戸籍を検討すると、Ａは昭和１９年８月７

日にＥ地方面において戦死していること、母Ｃは令和元年８月９日にＧ地に

おいて死亡していること、審査請求人は昭和１９年ａ月ｂ日に母Ｃの子とし

て出生していることを確認することができるが、審査請求人の戸籍の「父」

欄は空欄となっていて、審査請求人がＡの子であることは確認することがで

きない。

また、Ａと審査請求人との親子関係について、民法（明治２９年法律第８

９号）又は認知の訴の特例に関する法律（昭和２４年法律第２０６号。以下

「認知特例法」という。）の規定に基づき、審査請求人から認知の訴えが提

起された事実を明らかにする資料は提出されていない。そして、その他審査

請求人が提出した資料からは、審査請求人がＡの子であることを確認するこ
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とができない。

３ 次に、審査庁保管の資料によると、母Ｃは、昭和２８年１０月１７日付け

で、厚生大臣に対し、Ａの内縁の妻としてＡに係る弔慰金及び遺族年金の請

求をしたところ、厚生大臣は、昭和２９年１０月２０日付けで、母Ｃに対し、

Ａの配偶者（「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者」）として弔慰金及び遺族年金の裁定をしている。

なお、母Ｃが提出した遺族年金請求書の「死亡した者の遺族」欄には、審

査請求人の氏名が記載されていないから、上記の裁定の際に審査請求人がＡ

の子であるか否かについての審査は行われていない。

４ 以上によれば、Ａと母Ｃは法律上の婚姻関係になく、審査請求人が故Ａの

子であることを認知するとの裁判がされた事実も認められないから、審査請

求人は、Ａの法律上の子であるとは認められない。

５ そうすると、弔慰金を受給していた母Ｃは、基準日以前に死亡しているが、

Ａと審査請求人との間に法律上の親子関係が認められないから、審査請求人

は、特別弔慰金支給法に規定する戦没者等の遺族に該当せず、特別弔慰金の

支給を受ける権利を有していない。

６ したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきである。

なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分に

違法又は不当な点はなく、本件審査請求は理由がないから棄却すべきである

としている。

第３ 当審査会の判断

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続

の経過は、次のとおりである（なお、括弧内は、当該手続までの所要期間

である。）。

本件審査請求の受付 ：令和６年３月２１日

審理員の指名 ：同年４月１６日

（本件審査請求の受付から約１か月）

審理員意見書の提出 ：同年７月１６日

本件諮問 ：同年１０月１５日

（審理員意見書の提出から約３か月、本件審査

請求の受付から約７か月）
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⑵ そうすると、本件では、①審査請求の受付から審理員の指名までに約１か

月、②審理員意見書の提出から諮問までに約３か月を要した結果、審査請

求の受付から諮問までに約７か月の期間を要している。しかし、上記①及

び②の各手続に上記の各期間を要したことについて特段の理由があったと

は認められない。審査庁においては、審査請求事件の進行管理の仕方を早

急に改善されたい。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件審査請求から本件諮問に至るまでの

一連の手続に特段違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件では、Ａと審査請求人との間に法律上の親子関係が認められるか否

かが問題となっている。 

⑵ 審査請求人は、母Ｃの子である（上記第１の２の⑴）が、母ＣとＡが法

律上の婚姻関係になかったことについては、審査関係人間に争いがないか

ら、審査請求人は、嫡出でない子である。

嫡出でない子は、その父又は母が認知することができるとされ（民法７

７９条）、認知は、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の定めるところ

による届出又は遺言によってすることができるとされている（民法７８１

条）。そして、届出による認知の場合には認知をしようとする者が、遺言

による認知の場合には遺言執行者が、それぞれその届出をしなければなら

ないとされている（戸籍法６０条、６４条）。このことは、審査請求人が

出生した当時（昭和１９年ａ月ｂ日）の民法及び戸籍法においても同様で

あった（昭和２２年法律第２２２号による改正前の民法８２７条１項及び

８２９条、同年法律第２２４号による改正前の戸籍法８１条及び８５条）。

したがって、届出又は遺言による認知がされていれば、戸籍にその旨の

記載がされるはずであるが、審査請求人の戸籍には、Ａが審査請求人を認

知したとの記載はされていない（なお、審査請求人の出生の届出は、母Ｃ

がしている（上記第１の２の⑴）。）から、Ａが審査請求人を認知したと

認めることはできない。

また、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、父又は母の死

亡の日から３年以内に認知の訴えを提起することができるとされ（民法７

８７条）、認知の裁判が確定したときは、訴えを提起した者がその旨の届

出をしなければならないとされている（戸籍法６３条）。このことは、審

査請求人が出生した当時（昭和１９年ａ月ｂ日）の民法及び戸籍法におい
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ても同様であった（昭和２２年法律第２２２号による改正前の民法８３５

条、同年法律第２２４号による改正前の戸籍法８４条）。そして、認知特

例法は、１項において、認知の訴えの提起期間について「死亡の事実を知

つた日から３年以内」で「死亡の日から１０年」以内とするとの特例を規

定し、２項において、死亡の事実を知った日がこの法律の施行（昭和２４

年６月１０日）前であるときは、前項に規定する３年の期間は、この法律

の施行の日から起算すると規定している。

したがって、民法又は認知特例法による認知の訴えが提起され、認知の

裁判が確定していれば、戸籍に認知の裁判が確定した旨の記載がされるは

ずであるが、審査請求人の戸籍には、審査請求人が故Ａの子であることを

認知するとの裁判が確定したとの記載はされていないから、審査請求人が

故Ａの子であることを認知するとの裁判が確定したと認めることはできな

い。

以上によれば、審査請求人とＡとの間に法律上の親子関係は認められな

いといわざるを得ない。 

⑶ 審査請求人は、戸籍以外にも、審査請求人がＡの子であることを証明す

る公的資料が三つあり、これらの資料は、法律上、戸籍と同じ効力を有す

るものと考えられると主張する（上記第１の３の⑴）が、審査請求人が指

摘する三つの資料を戸籍と同じ効力を有するものとして取り扱うことはで

きないから、審査請求人の上記主張は、採用することができない。

また、審査請求人は、審査請求人の戸籍の「父」欄が空欄になっている

理由として、Ａが急いで戦地に行ったために入籍手続ができなかったこと、

遺族年金等の支給を受けていた祖母Ｉが、公の場で審査請求人がＡの子で

あることを認めてしまうと、遺族年金等の支給を受けられなくなるとして、

母Ｃと審査請求人をＪ家の一員として認めなかったことを指摘する（上記

第１の３の⑵）。しかし、そのような理由があったとしても、上記⑵のと

おり、Ａが審査請求人を認知した事実及び審査請求人が故Ａの子であるこ

とを認知するとの裁判が確定した事実が認められない以上、Ａと審査請求

人との間に法律上の親子関係を認めることはできない。

さらに、審査請求人は、Ａに係る弔慰金の裁定を受けていた母Ｃが基準

日において死亡しているから、Ａの妻の子である審査請求人は、Ａの子で

あり、弔慰金を受ける権利を取得したものとみなされ、特別弔慰金支給法

２条３項１号の規定により、Ａに係る特別弔慰金の支給を受けることがで
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きるはずであると主張する（上記第１の３の⑶）。しかし、母Ｃは、Ａの

内縁の妻としてＡに係る弔慰金の裁定を受けた（弔慰金請求書、弔慰金通

知書、遺族年金（弔慰金）受付簿 )のであって、これは、遺族援護法が、弔

慰金を受けるべき遺族のうち「配偶者」については、「婚姻の届出をして

いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。」との特則を

置いているからである（２４条１項）。特別弔慰金支給法は、戦没者等の

遺族のうち「配偶者」については、上記と同じ特則を置いている（２条１

項ただし書）が、「子」については、上記のような特則を置いていないか

ら、Ａとの間に法律上の親子関係が認められない審査請求人は、Ａの「子」

に該当しない。したがって、審査請求人の上記主張は、採用することがで

きない。 

⑷ 上記⑴から⑶までで検討したところによれば、審査請求人は、特別弔慰

金支給法２条３項に規定する「当該死亡した者の子」に該当しないから、

特別弔慰金を受ける権利を有していない。

したがって、本件却下処分は、違法又は不当であるとはいえない。

３ まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第１部会

委 員 原 優

委 員 野 口 貴 公 美

委 員 村 田 珠 美
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